
HACCP に沿った衛生管理の制度化について 

 

１ HACCP とは  

事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握（Hazard Analysis）し

た上で、原材入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるため

に特に重要な工程（Critical Control Point）を管理し、製品の安全性を確保する衛

生管理手法です。 

 

先進国を中心に義務化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 制度化について 

  食品衛生法を改正が改正され、事業者の業態や規模により、「HACCP に基づく衛生管理」

か「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」に分類し、いずれかの基準による管理を義務

付ける。（施行：R3 年 6 月） 

 
 

３ 法施行時点（R3.6）までの支援方針 

・手引書が公表されている業種の中で、施設の多い業種や組合等である程度まとまってい

る業種については、研修会で効率的に支援する。また、施設数が少ない業種や研修会に

出席しない事業者などは個別に支援を進める。 

・結果、全ての事業者について、法施行時までに HACCP に沿った衛生管理を導入する何ら

かの支援が行き届く様に対応を進めていく。 

 

４ R3 年度の取組（案） 

・飲食店については、個別対応による衛生管理計画の作成支援に変更（営業者にタブレッ

ト等を視聴してもらいながら作成してもらう支援ツールを作成予定） 

・菓子、パン、生めん、旅館ホテルについては、引き続き研修会で作成支援（講師は委託） 

・新規で、魚介類販売、食肉販売、小売販売などの販売業を対象として、研修会を実施し

作成支援（講師は保健所） 

・専用の相談窓口の設置（継続） 

・個別に業種別手引書の送付による支援（今後の条例改正等の周知を含む） 

 

 

 

 

 

 

 



５ 取組のまとめ 

 

※：主に保健所が実施する事業 

 

（実績数等） 

年度 事業名 実績又は予定 備考 

H28～ HACCP 実践研修 H28～H30 

延べ 9 回、219 人 

H31(R1) 1 回(予定) 

導入を目指す事業者を対

象にした研修 

H28～ 個別導入支援 

（モデル事業）  

H28～H30 計 10 施設 

 

・個別の導入支援 

・報告会の開催 

H30～ 衛生管理計画作成支援 H30 講習 5 回 

現地指導 40 施設 

計画書の作成に係る助言 

H30 食品衛生責任者再教育 525 人 HACCP 人材の育成 

H31～ 

(R1) 

衛生管理計画作成研修会 H31(R1) 28 回(予定) 小規模製造業を対象とし

て、業種毎に計画書作成の

助言 

H31～ 

(R1) 

相談窓口の開設 H31～開設済 導入に係る技術的な相談

に対する窓口(電話対応) 

 

６ HACCP 導入率（支援率）の把握 

  衛生管理計画作成支援や監視指導等により、衛生管理計画の作成が把握できた施設（導

入率）及び個別に業種別手引書の送付などの支援した施設（支援率）として把握する。 

主に大規模事業者向け

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理

・各種広報（ラジオ、新聞広告） ・各種広報（ラジオ、新聞広告、個別案内）

・普及講習（H27～29） ・監視指導、窓口対応

・ＨＡＣＣＰ推進大会（Ｈ31） ・普及講習（H27～29）

・実践研修（Ｈ28～）

・コンサルによる個別導入支援（Ｈ28～30）

・各種広報（ラジオ、新聞広告） ・各種広報（ラジオ、新聞広告、個別案内）

・監視指導、窓口対応

・実践研修（Ｈ28～）

・監視指導

実践的
知識の
習得・計
画の策
定

－

・食品衛生指導員養成講習（Ｈ３１）

・食品衛生指導員による巡回指導（H30～）

・食品衛生責任者スキルアップ研修（H30）

・衛生管理計画作成支援研修（H30～）

　対象：飲食店、菓子、パン、生めん、旅館ホテル等

・衛生管理計画作成支援

　飲食店→保健所での個別対応（支援ツール）※

　菓子、パン、生めん、旅館ホテル→研修会

　販売業（魚、肉、小売）→研修会※

　業界団体別→研修会（保健所等）※

・監視指導

目的 一般県民向け
中小規模事業者向け

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の普及の進め方

Ｈ
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1

(
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)

ま
で
の
取
組

・各種広報（ラジオ、新聞広告、個別案内）

・監視指導、窓口対応

・普及講習（H27～29）

実践的
知識の
習得・計
画の策
定

－

・個別の業種別手引書の送付による支援

R
2
～

の
取
組

（
案

）

・各種広報（ラジオ、新聞広告、個別案内）

・監視指導、窓口対応

・食品衛生指導員による巡回指導

・食品衛生責任者スキルアップ研修（R2）

基本的
知識の
普及

・専用の相談窓口の設置（H31～）

・専用の相談窓口の設置（H31～）

基本的
知識の
普及


